
令和8年度鳥取大学入学者選抜試験問題

(学校推薦型選抜Ⅱ)

(農学部共同獣医学科)

(注意)

1.問題冊子は、指示があるまで開かないこと。

2.問題冊子は5ページ、解答用紙は4枚、下書き用紙は3枚であ

る。指示があってから確認すること。

3.解答は解答用紙(横書き)に記入すること。

4.下書き、メモ等を試みる場合は、下書き用紙を利用してよい。

5.字数制限のある解答では句読点、英数字、記号などはすべて1

文字とする。

6.解答用紙は持ち帰ってはならないが、問題冊子及び下書き用紙

は必ず持ち帰ること。
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問題1.下の図および文章は、環境省が提供している犬と猫のマイクロチップ情報登録

に係るフローチャートと、大阪市のホーム゜ージ内の説明文の抜粋(一部改変)である。

以下の問いに答えなさい。

.歌医師②M0装着
・愛棄勘物暑^

●発行

依頼証明書

犬猫所有者のマイクロチッブ装差・豊録の全体像

・プリーダー

州^萎務

支払い

甫＼認
⑦所有者の

④

助言

豊録
証明書

・郁道府県等

"ー.^

●該渡し

T:＼・
畳詠
証明書

・ペットショヅプ
州0情報爽美録の賤務
*褒更畳課料支払い

・市
(狂犬病亨防法上の犬の豊母管理担畿郁剛

●犬猫等販売業者(づりーダー・ぺ別トショ^など)1こついては、MC装着ノ情穀登録を
●MCを蔓蒼した犬猫を陰り受けた割こつし、ては、変 を萎務化。
'迷:ー、主が禦一桓取扱案者以外から大猫を入手した堪合、飾師襲着は哉務では劇、が、襲着した堰合1こほ啼0惰報の畳仙は襲務となる。
*抱定鑾録機閏への髭録手数料は4伽円^二よる申聾の場合は1,4閲円)。

*MC:マイクロチッフ

.

*所有者情般の畳像デ^ベースの管珪
(氏名およぴ住所、 、犬または症の所在地、M0識別妻号なし)

「狂犬荊予防法の特勧にする通知:犬に襲着されているMC妄本法上の値札とみなす

丑緑/変更丑録等された則こそのを通知(市区奇村基の1求め」があるとき)

畳録
証明書

・^

⑨譲渡し

⑧交付

・一般の卸、主

卓吏更畳撮料支払い

<犬または猫のマイクロチップの装着等の義務化について>

⑱所者の
壷

20訟年6m H以降、犬猫等販売業者([三ヨやE1刃)が犬や猫を取得した場
合は、販売や[1乏1]の前にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが
義務付けられました。

一方、現在犬や猫を飼っている一般の所有者については、マイクロチップの装着は義

務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、f一遜函入一1なぞによ0て、
飼い主と鮭ればなれになった時に、飼い主の元に帰ることができる可能性が高まる等と

いった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるよう規定されていま

す。なお、一般の所有者であっても20詑年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロ

チップを装着した場合には、環境大臣の登録を受ける必要があります。

登録内容の出
(住所吏更、
MC装着動物の死亡な劫

2024年4月1日

器証⑪



・新たに取得した(生まれた)犬・猫へのマイクロチップの装着にっいて

犬猫等販売業者の方【義務】

犬または猫が生後91日以上の場合

取得した日から30日以内又は E1乏ヨの日までのうち、いずれか早い方の日まで
に装着する必要があります。

・マイクロチップの登録を受けた犬または猫の購入(譲受け)後の所有者の変更登録に

ついて【義務】

マイクロチップが装着された犬や猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日

以内に所有者情報等を変更登録,、る必要があります。変更登録の手続きは[1亙ヨで
行うことができます。変更登録を受けると、新たな[1Ξ1]が発行されます。

犬または猫が生後90日以内の場合

[1亘1]の日までに装着する必要があります。

犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方【努力義務】

所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。

・各種届出【義務】

所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどの他、犬や猫の[1三ヨの登録
内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に[1^への届出が必要です。

マイクロチップの装着に関する注意事項

マイク0チ"プを装着できるのは、[三ヨや[1ヨの指示を受けた〔1三に限
られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。またマイクロチップ

の装着後、[1Ξ]から力が発行されますが、この証明書はマイクロチップの登
録を受ける際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。

犬や猫が[二三ヨした場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場
合も届出が必要です。

・マイクロチップの装着後の登録について【義務】

マイクロチップを装着したら30日以内、又は[1乏Σ]の日までのうち、いずれか早
い方の日までに、環境大臣の登録を受ける必要があります。登録の手続きは[1王ヨで
行う●とができます。なお、登録には[三口が発行した[1刃が必要と加ます。
登録を受けると[二乏1]が発行されます。



(注意事項)

登録、変更登録は手数料がかかります(オンライン.[二王〕円、郵送.{^円)。
各種届出については、手数料は無料です。

・犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例にっいて

犬の所有者が登録したマイクロチップの情報にっいて、 E三1]が環境大臣に提供を
求めた場合、環境省が省令で定める事項を[1Ξ]に通知するとともに、通知を受けた
自治体では犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ

マイクロチップが[1亘1]とみなされる狂犬病予防法の特例制度が2022年6月1日以
降始まり、本市は2022年11月1日からと,の特例制度を適用しました。

問1 説明文中の[1ヨから[Σ亘に当てはまる最も適当な語句を九ーチャー
ト内からそれぞれ抜き出しなさい。

問2 説明文中の「一麺画X「として考えられる理由を多角的な視点に基づいて、端
的に3つ例示しなさい。

問3 種々のアンケート調査結果では、猫と比較して犬の方がマイクロチップ装着率

が高い傾向が示されている。この理由にっいてあなたの考えを30~40字で述べ

なさ、、。

問 4. 既に飼育下にある犬や猫では、一般に、飼い主がマイクロチップ装着の努力義務

に対して消極的である傾向が知られている。この理由にっいて3つ端的に例示

しなさい。

問 5. 右表は国内の犬の登録頭数、抑留

頭数およぴその返還頭数の年炊別

推移の統計である(厚生労働省調

ベ)。マイクロチップ装着等の襲務

化により、飼育頭数に対する犬の

登録頭数の割合が今後上昇すると

予測される。この影により、右表

の各数値は 2023年度以降どのよ

うな傾向を辿ると想定されるか。

あなたの考えを 100~150 字で述

べなさい。

年度

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

登録頭数

6,747,2併

6,626,514

6,526,897

6,452,279

6,326,082

6.226,615

6,154,316

6,107,548

6,095,250

6,067,716

抑留頭数

38,961

35,599

31,578

28,125

26,124

23.278

20β28

18,090

16,157

15.228

返還頭数

13β52

12,760

12,242

11,582

10,86,

10,001

9,464

8,358

フ,391

6β79



問題2.炊の文章を読み、以下の問いに答えなさい。

The AlrleriC卸 Veterinary Medical Associauon*(AVNIA) rec0底nizes the vi仏l role of

WildHfe in 壮le hum飢・anh11al・envirorⅡnent compleX 飢d 也at wildH飽 ConseNa廿on* is most

e丘ectively eddNssed with a ①one Hea1廿l approach. such an in加gmted* approach 和r 廿le

ConserV紅ionofwildlil、闘d native habi捻ts* prom0佃S 【Z)biΩ虫X全猫i望*抑d species preservation*

SUS仏inable 田ld resilient* popula"ons, and hea1血y 、vildlif己, domestiC 田lilnals, huma11S,如d 【聖

旦旦9旦X^^.1he AVNIA supports policies that address wildlif毛註'ade, habi稔t pre鵠rV砥ion,

Pr0如Ction ofend帥宮ered* SNcies, a11d suS稔ineble natⅡmlresource m即a8emenL as described

below.

Thei11e客a1廿adeofwnd"企,alsohlownasLξ金_1isasi部liflC砥lt810ba1壮lreattowndanhnal

PopulationS 鯲d 伽eir hea1壮1 郎d na廿Ve habi也ts. wi壮1 廿le m@jodり1 0f emer名血g 5 h帥laⅡ

inkcuous diS卵Ses od ' a廿n irl wild arlhnals the 廿lreatS 6'om wndlifも廿aa"1Cki11g atld disease

tr抑Smission* aルalnpli丘ed*. The AVNIA alsorecognizeS血atpeople worldwide Nly on wildlifヒ

kr 如od. The AVN仏 SupportsregⅡletionS 血at a110w only 伽e legal and suS仇証,able harvest 帥d

trade ofwjldli抱, protect wildli企 POPⅡlations arld species,即d address conseNauon a11d public
health concems.

6 Whencon鵠rvationsolel hlnativehab貢atsisnot ssible theAVNIAsu r給 S稔te卸d

f、deralbNedin msth威've riori toanimalconservation飢dwe廿aNwhileconsidednro

Ublic health a11d safe

111e AVNIA SUPP0ホtheEndangered species Act*(ESA) alongwi仙Nsearch 帥d science"

based evidence知rESA listin& m田lagemenL 抑ddelisti11gof叩ecies.TheAVNfAalso supp0巾

the policies Ngardin客 enfoNement ofthe ESA 血at prom0如 good stewardshゆ* ofwild a11ittlals,

encoura倉e landowflers* to prot印t sensitive specieS 抑d habi仏ts,紬d promote suS桧inable

mana容ement ofnattlralresources.

AmeriC卸 Vaerinaty Medical Association*アメリカ糞ミ医目市会、 conseNation* 1杲1萎、

in佃grated*統合さオτた、 habi捻ts*生息、地、 biodiversi訂,*生物多様性、preservati0嚴*イ呆存、

resilient*快活な、endatlgered*絶滅寸剛の、壮a11Smission*イ云播、田npHHed*増φ冨される、

End如号ered species Act*アメリカの種の保存法、 delisting*一覧力、ら取り除く、

enfbNement*施行、 stewaMsh中*管理、 1andowne玲*土地所有者

(AVNIApolicies, conseN丑honofwild藝fe より抜粋、一部改変)



問1,下線部①の意味を、本文の内容にもとづき、日本語で記述しなさい。

問2.下線部②における3つの要素を日本語で答えなさい。

問3.下線部③について、以下の意味を持つ単語をそれぞれ日本語で答えなさい

(1)生態系を破壊し、その維持に影響を与えること

(2)個体群の減少がさらなる個体群の減少を引き起こす現象

問4.空欄④に入る適切な語句について、本文中の英単語2語で答えなさい

問5..下線部⑤について、代表的な感染症を1つ日本語で答えなさい。

問6.下線部⑥の英文を和訳しなさい。

問7.アメリカ獣医師会は、種の保存法を施行するためにどのような施策を支援する

としているか。本文の内容に即して、 3つの施策を日本語で記述しなさい。
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科目:総合問題 9時30分開始時間

<補足説明>
総合問題

4ページ問題2

英語本文の以下の箇所に「*」を追加してください。

問題文下から4行目

. delisting .....

・・・・ delistin 史・・

問題文下から3行目

. enforcenlent ..

.. enforcelnent史....

補足説明


